
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第８  防 災 対 策 

 

 

 

 

 

 

 



121 

第８  防 災 対 策 
 

 

１ 災害の発生状況 

  令和３年の災害発生状況は次のとおりである。 

〔地震による被害〕 

２月 13 日 23 時 07 分に発生した福島県沖の地震（深さ：55km、マグニチュード

：7.3）によって、埼玉県内では加須市で震度５弱を観測したほか、震度４～２を

観測した。半壊２棟、一部破損 21棟の被害が発生した。 

また、10 月７日 22 時 41 分に発生した千葉県北西部の地震（深さ：75km、マグ

ニチュード：5.9）によって、埼玉県内では川口市、宮代町で震度５強を観測した

ほか、震度５弱～１を観測した。一部破損 43棟の被害が発生した。 

   

２ 防災行政無線の整備 

 (1) 県防災行政無線   

      県と市町村、防災関係機関を結ぶ県防災行政無線については、地上系固定局 

   246 局、地上系移動局 264 局、衛星系地球局 182 局を設置し運用している。 

 (2)  市町村防災行政無線 

      市町村と住民を結ぶ市町村防災行政無線を整備済みの市町村は、令和 4 年 3

月 31 日現在で 56、整備率は 89％となっている。 

 

３ 食料・生活物資等の備蓄 

    県と市町村で、避難所の避難者（54,180 人）が必要とする物資について、3 日

分以上の備蓄を行っている。（令和 4 年 4 月 1日現在） 

  県では、防災基地等の倉庫に缶入パン 294,672 食、アルファ米 806,400 食など

の食糧をはじめ、ペットボトル飲料水、生活必需品、医薬品等を備蓄している。 

 

４ 自主防災組織等の整備 

発災時において、被害の防止、軽減を図るため、住民が自主的に活動する自主

防災組織は全市町村で結成されており、その組織率は、92.9％（令和 4 年 4 月 1

日現在）となっている。 
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５ 防災会議の開催 

地域防災計画の修正等を審議するため、37 市町で、62 回の防災会議が開催され

た。 

 

６ 地域防災計画の修正 

30 市町で地域防災計画の修正が行われた。 

 

７ 防災訓練の実施 

県では災害に備えて例年自治体と共催で九都県市合同防災訓練を実施してい

る。令和３年度は狭山市との共催により実働訓練を実施予定であったが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で中止となった。例年行う大規模災害時対応図上訓練

は新型コロナウイルス感染症の影響で Web 利用の訓練に限定して実施した。 

また、県内各市町村では、56 市町村で、延べ 200 回の防災訓練が実施された。 

 

８ 避難体制 

 災害対策基本法の一部改正により、避難所は切迫した災害の危険から逃れるた

めの「指定緊急避難場所」と、一定期間滞在し避難者の生活環境を確保するため

の「指定避難所」に区別された。現在、各市町村において指定が進められている。 

 また、住民に対する避難指示等の伝達方法は、防災行政無線、広報車による巡

回、サイレン吹鳴のほか、自主防災組織を通じ周知する方法や防災情報メールな

どの方法が組み合わされて用いられている。 

 


